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平成 17 年
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一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
務
国
保
課
）

一

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

三

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
（
住
　
宅
　
課
）

公
安
委
員
会
規
則

香
川
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
金
融

機
関
及
び
小
売
店
舗
を
定
め
る
規
則

香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
四
号

香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
五
十

一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
香
川
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
適
用
）

第
二
条
　
条
例
第
二
条
の
調
整
交
付
金
は
、
香
川
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第

二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
給
付
金
と
す
る
。

２
　
調
整
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
香
川
県
補
助
金
等
交
付
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
普
通
調
整
交
付
金
の
種
類
）

第
三
条
　
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
す
る
普
通
調
整
交
付
金
は
、
定
率
分
及
び
調
整
分

に
区
分
す
る
。

２
　
普
通
調
整
交
付
金
定
率
分
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
市
町
間
に
お
け
る
格

差
を
勘
案
し
て
交
付
す
る
。

３
　
普
通
調
整
交
付
金
調
整
分
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
市
町
間
に
お
け
る
格
差
を
勘
案
し
て
交
付
す
る
。

４
　
普
通
調
整
交
付
金
定
率
分
及
び
普
通
調
整
交
付
金
調
整
分
の
総
額
は
、
別
に
定
め
る
。

（
普
通
調
整
交
付
金
定
率
分
の
額
の
算
定
）

第
四
条
　
普
通
調
整
交
付
金
定
率
分
の
額
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
第

四
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第

十
号
。
以
下
「
調
整
交
付
金
算
定
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら

前
々
年
度
の
同
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
超
過
費
用
額
を
控
除
し
た
額

二
　
調
整
交
付
金
算
定
省
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
額

三
　
調
整
交
付
金
算
定
省
令
第
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
額

四
　
当
該
年
度
の
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

２
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
部
負
担
金
の
割
合
を
減
じ
て
い
る
市
町
及
び
県
又
は
市
町

が
被
保
険
者
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部
を
負

担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
市
町
に
係
る
調
整
交
付
金
算
定
省
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
額

は
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
普
通
調
整
交
付
金
調
整
分
の
額
の
算
定
等
）

第
五
条
　
普
通
調
整
交
付
金
調
整
分
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
以
下
「
調
整
対
象
需
要
額
」
と
い
う
。
）

が
第
二
号
に
掲
げ
る
額
（
以
下
「
調
整
対
象
収
入
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
市
町
に
対
し
て
交
付
す

規

則
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二

る
。

一
　
条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘

案
し
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案

し
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

２
　
普
通
調
整
交
付
金
調
整
分
の
額
は
、
当
該
市
町
の
調
整
対
象
需
要
額
か
ら
当
該
市
町
の
調
整
対
象
収

入
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

第
六
条
　
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
す
る
特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
災
害
等
に
よ
り
減
免
の
措

置
を
と
っ
た
一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
が
、

調
整
交
付
金
算
定
省
令
第
六
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る

額
以
上
で
あ
る
場
合
（
同
号
の
規
定
又
は
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保

険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四

年
政
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
算
定
政
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
調
整
交

付
金
が
交
付
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）

当
該
一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
減
免
額
の
三
分
の

一
以
内
の
額

二
　
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
災
害
等
に
よ
る
療

養
の
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
の
減
免
額
（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

並
び
に
当
該
減
免
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
特
定
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
額
（

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
算
額
が
、
そ
の
額
並
び
に
同
期
間
に
行

わ
れ
た
療
養
の
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
の
額
（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）、
同
期

間
に
行
わ
れ
た
特
定
療
養
費
又
は
特
別
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
（
食
事
療
養
を
除
く
。
）

に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
こ
れ
ら
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
特
定

療
養
費
又
は
特
別
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
退
職
被
保
険
者

等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
及
び
同
期
間
に
行
わ
れ
た
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に

つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
訪
問
看
護
療
養
費
と
し
て
支
給
さ

れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
の
合
算
額
の
百

分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合
（
調
整
交
付
金
算
定
省
令
第
六
条
第
二
号
の
規
定
又
は
別

に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
政
令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
調
整
交
付
金

が
交
付
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）

当
該
療
養
の
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
の
減
免
額
並
び
に
当
該

減
免
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
特
定
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
特
別
療
養
費
の
額
の
合
算
額
の
三

分
の
一
以
内
の
額

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
の
安
定
化
に
資
す
る
事
業
の
実
施

状
況
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
の
財
政
に
影
響
を
与
え
る
特
別
な
事
情
と
し
て
知
事
が
認
め
る
場
合

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

（
普
通
調
整
交
付
金
の
額
の
変
更
に
伴
う
交
付
）

第
七
条
　
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
こ
と
と
な
る
普
通
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
普
通
調

整
交
付
金
定
率
分
の
例
に
よ
り
交
付
す
る
。

（
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
特
例
）

第
八
条
　
市
町
が
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
庫
負
担
金
の
額
を
減
額
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
市
町

に
対
し
て
交
付
す
べ
き
調
整
交
付
金
は
交
付
し
な
い
。

（
事
業
の
区
域
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
九
条
　
当
該
年
度
の
四
月
二
日
以
後
に
お
い
て
、
甲
保
険
者
の
事
業
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
乙
保

険
者
の
事
業
の
区
域
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
乙
保
険
者
に
対
し
て
交
付
す
る
当
該
年
度
の
調
整
交
付

金
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
域
と
乙
保
険
者
の
そ
の
他
の
区
域
と
を
区
分
し
、
そ
の
区
域
ご
と
に
乙

保
険
者
を
別
個
の
保
険
者
と
み
な
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

第
十
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め

る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
七
年
度
分
の
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

（
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
特
例
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
号
外
二
）

三

２
　
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
年
度
の
法
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
及
び
法
附
則
第
十
二
項
の

規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
合
算
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
五
号

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
六
号

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
規
則
第
三

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
独
立
行
政
法
人
そ
の
他
の
法
人
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
公
団
等
」
を
「
独

立
行
政
法
人
そ
の
他
の
法
人
」
に
改
め
、
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第

十
一
号
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
七
号

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
三
号
中
「
共
同
施
設
」
の
下
に
「
（
以
下
「
県
営
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
二
十
七
条
　
条
例
第
三
十
二
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
県
営
住
宅
等
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
　
県
営
住
宅
等
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三
　
業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２
　
条
例
第
三
十
二
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
県
営
住
宅
等
の
維
持
管
理
及
び
県
営
住
宅
の

入
居
、
明
渡
し
等
に
係
る
申
請
、
届
出
等
の
受
付
そ
の
他
の
県
営
住
宅
等
の
運
営
に
関
す
る
業
務
と
す

る
。

３
　
指
定
管
理
者
が
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
は
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事

に
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
指
定
管
理
者
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
及
び
小

売
店
舗
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

公
安
委
員
会
規
則
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四

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号

香
川
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
及

び
小
売
店
舗
を
定
め
る
規
則

（
金
融
機
関
）

第
一
条
　
香
川
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
五

十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
次
に

掲
げ
る
金
融
機
関
と
す
る
。

一
　
銀
行

二
　
信
用
金
庫

三
　
労
働
金
庫

四
　
信
用
組
合

五
　
農
業
協
同
組
合

六
　
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

七
　
漁
業
協
同
組
合

八
　
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

九
　
農
林
中
央
金
庫

十
　
商
工
組
合
中
央
金
庫

十
一
　
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
貸
金
業
者

十
二
　
日
本
郵
政
公
社

（
小
売
店
舗
）

第
二
条
　
条
例
第
十
八
条
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
小
売
店
舗
は
、
次
に
掲
げ
る
小
売
店
舗
と
す
る
。

一
　
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
六
時
ま
で
の
間
を
い
う
。）
に
お
い
て
営
業
す
る
小
売
店
舗

で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
衣
食
住
に
関
す
る
各
種
の
商
品
を
販
売
す
る
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
店
（

売
場
面
積
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
つ
い
て
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
方
式
を
採
用
し
て
い
る
店
舗
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
そ
の
売
場
面
積
が
二
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
い
う
。
）

ロ
　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
飲
食
料
品
を
中
心
に
販
売
し
、
か
つ
、
営
業
時
間
が
一
日
十
四
時

間
以
上
で
あ
る
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
店
で
、
そ
の
売
場
面
積
が
二
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の
を
い
う
。
）

二
　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
規
模

小
売
店
舗

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


